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事業計画の概要について、廃棄物の適正な処理の確保に関する条例第32条第１項の規定により、 

次のとおり提出します。 
 

廃棄物の処理施設の設置の場所 長野県須坂市大字井上蛇沢728番1 

廃棄物の処理施設の種類 

 

圧縮・梱包 

 

処理を行う廃棄物の種類（当該 

廃棄物に石綿含有廃棄物、水銀 

使用製品産業廃棄物又は水銀含 

有ばいじん等が含まれる場合 

は、その旨を含む。） 

別紙1にて 

廃棄物の処理施設の処理能力 

（廃棄物の最終処分場である場 

合にあっては、廃棄物の埋立処 

分の用に供する場所の面積及び 

埋立容量） 

別紙1にて 
m3／日（ ）時間 

ｔ／日（ ）時間 

 
m3／時間 

ｔ／時間 

埋立地（積替保管場所）の面積 

埋立（保管）容量 

m2 

m3 

△ 変 更 の 概 要 
 

新 旧 

  

△周辺地域の範囲及びその根拠 

範 

 

囲 

須坂市福島町区 

須坂市井上町区 

根 

 

拠 

廃棄物の処理施設の設置等に係る指針第2の1（5） 



△関係市町村長及び関係住民の 
範囲並びにその根拠 

範 

 

囲 

須坂市長 

・周辺地域内に住所若しくは居住又は事務所若しくは事業所を 

有する者 

・周辺地域で農業、林業又は漁業を営む者 

根 

 

拠 

条例第28条第2項及び条例施行規則第22条第1項 

△事業計画概要説明会の開催の 
日時及び場所 

日 

 

時 

別紙2にて 

場 

 

所 

別紙2にて 

備考   

１ 「変更の概要」の欄は、廃棄物の適正な処理の確保に関する条例第31条第２号、第６号、第10号、 

第12号、第15号又は第19号に係る許可申請等をしようとする場合に記載すること。 

２ △印の欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と 

記載し、別紙を添付すること。 

 

 


